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老
人
保
健
福
祉
計
画
・
第
４
期
介
護
保
険
事
業
計
画（
案
）に
ご
意
見
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い　

■
問
い
合
わ
せ 

保
険
課
介
護
保
険
係（
�
�
０
２
９
９
）

高
齢
者
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
よ
う
に

　

市
は
、「
老
人
保
健
福
祉
計
画
・
第
４
期
介
護
保
険
事
業
計
画
」
の
策
定
を
進
め
お
り
、
素
案
を
ま
と

め
ま
し
た
。

　

今
月
号
で
は
、
今
後
計
画
を
策
定
し
て
い
く
た
め
に
計
画
の
概
要
を
お
知
ら
せ
し
て
、
皆
さ
ん
の
意
見

を
お
聞
き
し
ま
す
。
ぜ
ひ
、
多
く
の
ご
意
見
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

■
計
画
の
位
置
付
け

　

「
老
人
保
健
福
祉
計
画
・
第
４
期
介

護
保
険
事
業
計
画
」は
、老
人
福
祉
法

に
基
づ
く
老
人
保
健
福
祉
計
画
と
、

介
護
保
険
法
に
基
づ
く
介
護
保
険
事

業
計
画
を
一
体
的
に
策
定
す
る
も
の

で
、
市
の
高
齢
者
保
健
福
祉
施
策
、
介

護
保
険
事
業
を
計
画
的
に
進
め
る
た

め
の
基
本
と
な
る
実
施
計
画
で
す
。

■
計
画
期
間

　

平
成　

年
度
〜
平
成　

年
度
ま
で

２１

２３

の
３
年
間
を
計
画
期
間
と
し
ま
す
。

■
改
訂
の
目
的

　

高
齢
化
の
進
展
に
伴
い
、
寝
た
き

り
や
認
知
症
な
ど
に
よ
っ
て
介
護
を

必
要
と
す
る
高
齢
者
が
急
速
に
増
加

す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

医
療
制
度
で
は
、
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
が
今
年
４
月
か
ら
施
行
さ

れ
、健
診
に
つ
い
て
も
従
来
の「
基
本

健
康
診
査
」か
ら
予
防
を
重
視
し
た

「
特
定
健
康
診
査
」や「
健
康
診
査
」に

移
行
す
る
な
ど
の
改
革
が
な
さ
れ
ま

し
た
。

　

こ
の
た
め
、
こ
う
し
た
医
療
制
度

改
革
等
を
踏
ま
え
た
上
で
、
第
３
期

介
護
保
険
事
業
計
画
を
基
本
と
し
、

市
の
高
齢
者
保
健
福
祉
施
策
の
基
本

的
考
え
方
や
目
指
す
べ
き
取
り
組
み

を
総
合
的
か
つ
体
系
的
に
整
理
し
、

方
向
性
を
示
す
と
と
も
に
、
安
定
的

運
営
を
図
っ
て
い
く
た
め
に
改
訂
を

行
い
ま
す
。

■
改
訂
の
内
容

　

改
訂
の
主
な
点
は
、
次
の
と
お
り

で
す
。

�
介
護
予
防
の
充
実

　

医
療
制
度
改
革
に
よ
り
、
従
来
は

基
本
健
康
診
査
対
象
が　

歳
以
上
と

４０

な
っ
て
い
ま
し
た
が
、　

歳
か
ら　

４０

７４

歳
ま
で
を
特
定
健
康
診
査
、　

歳
以

７５

上
を
健
康
診
査
と
し
て
各
医
療
保
険

者
が
実
施
し
て
い
く
こ
と
と
な
り
ま

し
た
。　
　
　
　
　
　
　
　

　

ま
た
、　

歳
以
上
の
一
定
の
要
件

６５

を
満
た
す
対
象
者
に
は
、
生
活
機
能

評
価
を
行
う
な
ど
、
介
護
予
防
事
業

等
の
充
実
を
図
っ
て
い
く
よ
う
計
画

に
盛
り
込
み
ま
し
た
。

�
市
内
全
域
を
一
つ
の
事
業
対
象
に

　

市
内
を
東
西
で
区
分
し
て
い
た

「
日
常
生
活
圏
域
」
の
設
定
を
廃
止

し
、
全
体
で
の
事
業
計
画
と
し
て
い

ま
す
。

�
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
充
実

　

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
の
た

め
、「
介
護
老
人
福
祉
施
設
」「
介
護

老
人
保
健
施
設
」
の
増
床
。
地
域
密

着
型
サ
ー
ビ
ス
提
供
施
設
整
備
と
し

て
、
小
規
模
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

や
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
・
小
規
模
多
機

能
型
居
宅
介
護
の
整
備
を
計
画
に
盛

り
込
み
ま
し
た
。

�
基
金
を
活
用

　

介
護
サ
ー
ビ
ス
給
付
費
の
増
加
見

込
み
に
対
し
、
第
１
号
（　

歳
以
上
）

６５

被
保
険
者
の
保
険
料
が
増
加
す
る
た

め
、「
介
護
給
付
費
準
備
基
金
」
を

活
用
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
制
度
で
ご
意
見
を
募
集
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基本理念 いきいき生涯現役のまちづくりを目指して

１ 福祉の心のまちづくり 
　一人暮らし高齢者世帯や高齢者夫婦世帯等に

対して、介護予防事業を実施するとともに、自助

努力と社会連帯を基本として、地域社会のすべて

の人々が相互に助け合う地域福祉活動を促進し、

高齢者等の在宅生活を支える地域福祉を積極的

に推進します。　

●いきいき介護予防・生活支援

●思いやり地域福祉

２ 生涯健康のまちづくり 
　健康意識の啓発、健康体操・健康スポーツの普

及など、地域活動や日常生活における継続した健

康づくりを進めるとともに、健康診査、健康教育、

健康相談などにより、生活習慣病など寝たきりの

要因となる疾病の予防を促進します。併せて、地

域医療体制の充実に努め、保健・医療・福祉が連

携した健康のまちづくりを推進します。

　また、高齢期を「第２の現役期」ととらえ、高

齢者がさまざまな分野で他世代とともに活躍で

きるよう、地域福祉や健康づくりに対する市民の

気運の醸成に取り組みます。

●はつらつ健康づくり

３ 生涯社会参加のまちづくり 
　趣味や知識、技術の習得など、誰でもいつでも

学習できる機会や場の提供の充実とともに、老人

クラブやシルバー人材センターなどによる高齢

者の創造・交流活動や豊かな経験・知識・技術を

生かした就労、地域活動など、いくつになっても

現役で活躍できるまちづくりを進めます。

●輝く生きがいづくり

４ 生涯暮らしやすいまちづくり 
　高齢者や障害者に配慮した公共施設づくりを

推進するとともに、民間公益施設の改善、交通・

外出しやすい環境の整備、高齢者が使いやすい住

宅づくり、防犯・防災対策の充実など、安全・安

心で高齢者が生活しやすいまちづくりを進めま

す。

●住みやすい快適環境づくり

５ 安心介護のまちづくり 
　介護保険制度の円滑な実施、安定した運営によ

り、充実した介護保険サービスを提供していきま

す。また、高齢者が心身の健康を維持しつつ、介

護や支援が必要な状態となっても、高齢者自身の

希望を尊重し、自立した質の高い生活を営むこと

ができるよう、安心介護のまちづくりを進めます。

●介護保険サービスの基盤整備

老人保健福祉計画・第４期介護保険事業計画（案）に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご意見をお寄せください！

基本理念、基本目標、方針（施設整備計画）に関することなど

〔意見提出方法〕　来年１月９日�までに、郵便番号、住所、氏名を明記し、郵送かファックス、Ｅメールで保険課介
護保険係（〒７１６－８５０１ 松原通２０４３・��０６５５・Ｅメールhoken@city.takahashi.okayama.jp)

　　　　　　までご意見をお寄せください。市ホームページ(http://www.city.takahashi.okayama.jp/）から
も入力できます。

〔素案の閲覧〕　保険課、各地域局（土・日曜日・祝日、年末年始休業日を除く午前８時３０分～午後５時
１５分）、または市ホームページで閲覧できます。

〔閲覧期間〕　平成２０年１２月１５日�～平成２１年１月９日�

※この計画の策定にあたり、パブリックコメントを実施します。パブリックコメント制度とは、市の基本的な政策等を
立案する過程で、当該施策等の趣旨、内容等を公表し、これらについて提出された市民等の意見および情報を考慮し
て、当該立案に係る意思決定を行うとともに、市民等の意見に対する考え方等を公表する一連の手続きのことです。

■次の５つを基本目標としています。
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